
平成 29 年度滋賀県社会福祉審議会条例検討専門分科会 

ワーキンググループ③（主な意見） 

 

１ 内容 

(1)日時 平成 29年 10 月 25 日（水） 16:00～18:45 

(2)出席委員 岡本委員、尾上委員、北野委員、佐野委員、﨑山委員（座長）、竹下委員 

(3)検討事項 解消法の上乗せ・横出しの範囲、解決の仕組みについて議論する。 

 

２ 主な意見 

【10/4ＷＧ①（差別事例分析等）および 10/5ＷＧ②（差別の定義）の概要について】  

・不均等待遇は難しい。差別の定義はわかりやすいものにしたい。条例は滋賀県民の理

解のもとに活用されていくものでなければならないので、不均等待遇を条例に入れる

のはやめてほしい。 

・不均等待遇は、差別禁止部会でまとまった結論であり、それを踏まえた水準を条例で

組み込んでいけたらいいのではないかという意味で、不均等待遇がいいのではないか

という意見。 

・不当な差別的取扱いの「不当」という言葉は正当化概念を残してしまう。不均等待遇

の方が使いやすいとため、滋賀県で採用してほしい。 

 

【条例による上乗せ・横出しについて】  

・個人に横出しすることを論点として提示されることが不思議で、憲法にすべての国民

は差別されないとなっているので、横出しして当然だと思っている。 

・憲法は基本的には対国家に対して保障されているものであって、それの国民間での適

用は間接適用説が通説だが、一定は私法上も規制されて当然。 

・すべての人に滋賀県をどう作っていくかということを提案する条例ということに力点

をおけば県民すべてが対象になるのではないか。 

・法律の３年後見直し規定があり、合理的配慮の義務付けへの見直しの議論がされよう

かという中で、今更、滋賀県の条例で事業者を努力義務とするのはおかしい。 

・法律でも負担の程度によって線引きする形になっているので、過度の負担にはならな

ず、個人を含めて規制の対象にしても過剰なものにはならない。「過度な負担」のルー

ルづくりが大事。 

・合理的配慮についての規模などの基準は、条例ができてから事例を収集しながら整理

をしていく必要があり、ガイドラインでそこをクリアしていけばよい。分野によって

もだいぶ違うのではないか。 

・明石市のような合理的配慮の助成の仕組みを導入すれば、過重な負担のハードルが下

がるので、滋賀県でも同様の仕組みづくりを検討してほしい。 



【差別を受けた場合の解決の仕組みについて】  

・強い強制力というよりは、差別をされた方と差別をした方の間で問題を建設的に話し

合うための専門的な相談機関その仕組みが一番大事である。間に問題を客観的にとら

えて相談、問題を理解し、調整できるプロが必要。その方をどうトレーニングするの

か、身分立場どうするのかという問題はある。 

・福祉圏域ごとに相談窓口を設置し、公募する提案をしたい。相談窓口は当事者性を重

視してほしい。  

・①権利すべてに関する相談に対応できる、②社会モデルのアプローチで対応できる、

③この条例をきっかけに今まで声があげられなかった人が相談できるセルフアドボカ

シーの仕組みを構築してほしい。 

・差別解消の相談員は、障害者の権利に関することをまるごと全部引き受ける覚悟をも

った人でないといけない。また、相談に対するアプローチという点では、差別解消や

障害の社会モデルに対する深い理解がないといけない。 

・相談の範囲を決めつけずに両方のバランスを見極められるような人材が必要になって

くるが、確保が難しい。 

・相談にはかなり高い専門性が求められる。合理的配慮の不提供は微妙な判断になって

くるので、最終的な判断を念頭に置きながらあっせんを行える人というのは限られて

いる。仕組みそのものは他府県の条例などがあるので作れそうだが、どんな人を集め

てくるのかが難しい。 

・社会モデルの研修をこの条例にいれたらどうか、人づくりを含めてこの条例の機能の

ひとつにしたらどうか。 

・調停・あっせんは、調停委員会のようなチームですると思うが、チームをどう活性化

するのかが問題。 

 

【相談の範囲等】 

・相談事例の中での差別的取扱い・合理的配慮の不提供は切り分けられないため 申立

ての範囲には差別的取扱、合理的配慮の提供も含まれるということにしたい。 

・条例の規定は、知的障害など自分から申立てがしにくい人への合理的配慮の提供がし

やすくなるような工夫が必要。 

 

 【その他】 

・ＷＧで提示されていない論点以外は今後どこで検討するのかスケジュールを聞かせて

もらいたい。 


































